
平成２８年４月１日 

ウッドスタート事業に係る応答集 

（基本的事項） 

Q１.ウッドスタートとは何ですか。
A１.ウッドスタートとは東京おもちゃ美術館（東京都新宿区）の提唱する木育のプランで
す。小さな頃から木に触れ親しむ環境を整備することで、子どもをはじめとするすべて

の人たちが、木の温もりを感じながら、楽しく豊かに暮らしを送ることができるように

していく取組です。

Q２.おだわらウッドスタート事業ではどのようなことをするのですか。
A２.乳児を持つ家庭に対し、「木育コンセプトブック」を配布するとともに、おだわらの木
材を使用した木製品を「誕生祝い品（おもちゃ）」として贈呈すること等を行います。

Q３.どのようにすれば「誕生祝い品（おもちゃ）」の贈呈を受けられますか。
A３.４ヶ月児健診時に配布される「木育コンセプトブック」、小田原市内の子育て支援セン
ター（おだぴよ、マロニエ、こゆるぎ、いずみ）または各地区で主任児童委員等が開催

する地域子育てひろばを利用することで配布される引換券の両方を HaRuNe 小田原内
TAKUMI館に持参することで贈呈されます。

Q４.「誕生祝い品（おもちゃ）」贈呈の対象者はどのようですか。
A４.平成 28年 4月 1日以降に 4ヶ月児健診を小田原市内で受診される乳児であって、小田
原市内に住民登録を有する者が対象です。

Q５.「誕生祝い品（おもちゃ）」の贈呈に期限はありますか。
A５.対象となる乳児が満一歳を迎える日まで贈呈を受けることができます。

Q６.お兄ちゃんやお姉ちゃんは過去に「誕生祝い品（おもちゃ）」の贈呈を受けていません
が、これから受け取ることはできますか。

A６.できません。平成 28年 4月 1日以降に小田原市内で 4ヶ月児健診を受診されるお子様
のみが対象です。

（「木育コンセプトブック」について） 



Q７.「木育コンセプトブック」とは何ですか。
A７.4ヶ月児健診時に配布される木育学習用の冊子「森と木につつまれるおだわら」のこと
です。木のもたらす効果やおだわらの木育施設などが紹介されています。

Q８.「木育コンセプトブック」を無くしてしまいましたが、再交付は可能ですか。
A８.小田原市役所 4 階農政課にて、手続きをして頂くことで再交付を受けることができま
す。詳しくは小田原市農政課までお問い合わせください。（Tel 33-1491）

Q９.「木育コンセプトブック」が不要の場合、廃棄してもいいですか。
A９.「木育コンセプトブック」は「誕生祝い品（おもちゃ）」の受け取りに必要なものであ
り、受け取りの際にご提示頂けない場合は、「誕生祝い品（おもちゃ）」を受け取ること

ができませんのでご留意ください。

Q１０.乳児が双子ですが、「木育コンセプトブック」は人数分配布されますか。
A１０.配布されます。「木育コンセプトブック」1 部につき、「誕生祝い品（おもちゃ）」を

1つ受け取ることができますので、大切に保存してください。

（引換券について） 

Q１１.引換券とは何ですか。
A１１.小田原市内の子育て支援センターまたは地域子育てひろばを利用した場合に配布さ
れる「おだわらウッドスタート「誕生祝い品（おもちゃ）」引換券」のことです。

Q１２.引換券を紛失してしまいましたが、どうすればいいですか。
A１２.引換券は、再度、小田原市内の子育て支援センター、または地域子育てひろばを利
用していただくことで、再び配布を受けることができます。

（「誕生祝い品（おもちゃ）」引き換え場所について） 

Q１３.TAKUMI館とはどのような施設ですか。
A１３.小田原駅地下街「HaRuNe小田原」の中にある木製品のアンテナショップです。
営業時間 10：00～20：00 Tel 46-9306 

Q１４.「誕生祝い品（おもちゃ）」は、TAKUMI館以外で受け取ることができますか。
A１４.できません。おだわらウッドスタート事業を機に、市民の方に地域で生産される木
製品を知っていただくためにも、配布場所は当館のみとしています。

（「誕生祝い品（おもちゃ）」とするおもちゃについて） 



Q１５. 「誕生祝い品（おもちゃ）」はどのような素材でできていますか。
A１５.小田原産の木材(ヒノキ)を使用しています。

Q１６.市からの「誕生祝い品（おもちゃ）」とは別にこのおもちゃを購入することはできま
すか。

A１６.現時点では、本商品の販売はしておりません。

Q１７.なぜこの「誕生祝い品（おもちゃ）」が贈呈品となっているのですか。
A１７.「誕生祝い品（おもちゃ）」とする作品を公募し、有識者等で構成される選考委員会
と市民等による一般投票の結果選定されました。

その他ウッドスタート事業にかかわる質問がございましたら、小田原市農政課 33-1491 ま
でご連絡ください。


